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0.前提の共有

• これから、私たちがどのような稽古場で創
作を行っていくのかを話し合います。全員に
とって良い時間になるようにしていきましょう。

• 講習の際に知り得た他者の個人情報、エ
ピソード、属性、考え方などを許可なく外
部に漏らすことはしないでください。

• ハラスメント研修そのものが大きなストレス
要因となる可能性を考慮して、休憩を取り
ながら穏やかで冷静な雰囲気で研修を進
めましょう。
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話し合いを進める上での参考

1. 他人の発言をさえぎらない
2. 話すときは、だらだらとしゃべらない
3. 話すときに、怒ったり泣いたりしない
4. わからないことがあったら、すぐに質問する
5. 話を聞くときは、話している人の目を見る
6. 話を聞くときは、他のことをしない
7. 最後まで、きちんと話を聞く
8. 議論が台無しになるようなことを言わない
9. どのような意見であっても、間違いと決めつけない
10.議論が終わったら、議論の内容の話はしない

北川 達夫著「図解 フィンランド・メソッド入門 」経済界より



１.研修の目的

これからハラスメント防止及び心理的安
全性確保のための研修を行います。

まず、この研修の目的について確認しま
しょう。

◆稽古場環境を整え、日々起きるであろうグ
レーゾーン事案についてオープンに話し合う
ための信頼関係を構築する。

◆ハラスメント予防の基礎知識を共有する。

◆問題発生時の適切な対処法を共有する。
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２.自己紹介



3.定義、資料

パワーハラスメントの定義
労働施策総合推進法の改正に基づき、2019年厚生労働省が作成した資料より

以下の3つの条件すべてを満たすもの

①優越的な関係を背景としたものであり、

②業務上必要かつ社会通念上相当な範囲を超える言動。

③労働者の心身が害される、又は、就業環境が害される言動。
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★ポイント★

本人の意図に関わらず言動がハラスメントになる場合があります。「そんなつもりじゃなかった」という
気持ちの問題ではなく、行為そのものの性質が問われます。「優越的な関係」は必ずしも固定的なもの
ではなく、たとえば年長者／現場責任者に対してであっても多数が少数に対して行う場合にはパワー
ハラスメントが成立することがあります。



・職務上の地位が上位:年長、経験の豊富
さなども優越性を構成する場合もある。

・専門性が優位：地位が上でなくてもその
人の協力なしには業務が遂行できない。

・集団性：部下の集団が上司に、など

③労働者の就業環境が害されるもの

・身体的精神的苦痛により、労働者が能力を発揮するのに重
大な妨げとなるような支障が生じること。意欲が低下する、
業務に専念できない、など。
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①優越的な関係とは？

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

・たとえば、「演技ができないのは性格や生ま
れ育ちに原因がある」、 「この演技ができない
のは恋愛経験がないからだ」など、業務を越え
て個人の人格、属性などを否定、侮辱すること。

・目的から逸脱した言動、業務上の必要性がな
い言動、回数や伝え方などが社会通念の範囲
を超えたもの。

★ポイント★

不快感を与えた＝ハラスメントではありません。たしかに被害感情
は重要なもので私たちの座組においてもそれは最大限に尊重され
ますが、常に被害を訴えた側が正しいわけではありません。「疑わし
きは被告人の利益に」という法治国家の原則は堅守されます。ある
事案がハラスメントかどうかはあくまで「平均的な労働者の感じ方」
を基準にして判断され、場合によっては専門家を交えた議論の対
象となります。多くの場合、ある言動がハラスメントかどうかを確定
させるのは容易ではありません。



パワーハラスメントの６つの代表的な類型※これ以外にもパワハラの形は存在します。分類に拘る必要はありません。
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パワハラの六類型に関する説明

１.身体的な攻撃

暴行・傷害を加えること。殴る、蹴る、突き
飛ばす、物を投げつける（当たっていなくても
ダメ）。
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２.精神的な攻撃

３.人間関係からの切り離し
６.個の侵害

４.過大な要求

５.過小な要求

人格を否定するような暴言や威圧的な言動。
大勢の前での威圧的な叱責、侮辱、脅迫な
ど。

※ただし、業務上必要かつ社会通念上の相当性があれ
ば必ずしもハラスメントには該当しない。

意図的に孤立させる。仲間外れ、無視、必要
な情報を与えないなど。

※役柄に依る必然性のある孤立が疎外に至らないよう注
意。

業務上明らかに不必要なことや遂行不可能な
ことを強制すること。対応できないレベルの課題
を押し付ける、仕事の妨害など。

合理的な理由なく、能力や経験とかけ離れた
程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えなかっ
たりすること。

※もちろん、作品の必然性に基づいた台詞や出番の多寡に
関しては必ずしもこれに該当しない。

業務上必要ない私的なことに過度に立ち入る。
病歴や性的指向などの個人情報を本人の
了承なく他の参加者に暴露するなど。

※この項目は特に一般の会社と演劇創作の現場では異な
る点が多い。侵害されたくないラインは人によって異なるため、
相応の配慮が成されることに加え、自分がそれを主張するこ
とも大切。



セクシャルハラスメントの定義

職場において行われる性的な言動で、労
働者の対応によりその労働条件につき不
利益を受けること、またはその性的な言
動により当該労働者の就業環境が害され
ること。 ※改正男女雇用機会均等法による。

※右記に挙げるような「性的な言動」に該当する発言があったとし
ても、それだけでセクハラが確定するわけではありません。「当該労
働者の就業環境が害され」たかどうかが争点となります。演劇の現
場においては、作品創作上必要かつ社会通念上相当な範囲を逸脱
しない限りにおいては、一定程度の性的な言動が許容されることも
あり得えます。

【性的な言動とは？】

・性的な事実関係をたずねること

・性的な冗談やからかい、「更年期か」「童貞か」

・個人の性的な体験談を話すこと

・「男の子、女の子」／「おじさん、おばさん」という呼称。

・性的な関係の強要（デートへの執拗な誘い）

・身体への不必要な接触・体を執拗にながめまわす。 

・性的役割分担意識に基づく言動。

・ヘテロノーマティヴィティ（異性愛規範）に基づく言動。

※その他、SOGI（性的指向・性自認）ハラスメントにまつわる対策も重要な課題
です。ただ、LGBTQ+の問題、とりわけトランスジェンダー問題に関してはひとり
ひとりの学びが重要であると同時に、女性スペースをいかに守るか、など学者間
でも闘争状態にあるトピックが多いのが現状です。そのため、ひとつの確定的な
「正解」を導きだすのではなく、多様な意見の妥協点をそれぞれの稽古場環境、構
成メンバーの中で探っていく努力が重要となります。
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ハラスメントの定義は難しい
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ハラスメントの定義に唯一絶対のものはありません。

その定義はある程度曖昧であり、いくつかの法律と常識に基づ
いて、ざまざまな企業・団体によって個別のルール／ガイドライ
ンが策定されています。つまり、何がハラスメントであるか否か
は、それぞれのコミュニティの文脈に応じて社会的に決定される
のです。

そこで、次ページ以降では私たちの文脈について説明していき
ます。

※私たちは明らかに犯罪性の高い行為（暴行、傷害、器

物損壊、名誉毀損、強要、恐喝、未遂を含めた不同意性交、盗撮、盗聴、ス

トーカー行為等）に関しては速やかに警察、司法機関へ
の通報を行い、厳正に対処いたします。



4.私たちの方針



座組とはなにか？

私たちの関わる公演活動では、ベテラン・新人が入り
混じった出演者・スタッフ、多様なバックボーン持った
アーティストが集い、公演ごとに座組を形成します。座
組とは明確な目的を持った芸術家の集団であって、そ
の目的は、

「すばらしい作品を作って、お客さんを感動させる」

ことです。座組においてはこの目標を達成するためにす
べてが存在します。ハラスメント対策もその一部です。

その前提に立って以下、ハラスメント防止のため
に私たちが重要だと考えている事項をまとめました。

◆リスペクト／アサーション

◆プライヴァシー

◆コンタクト

◆心理的安全性

◆処罰

以下、それぞれについて説明してまいります。
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◆リスペクト／アサーション

まず、他者を尊重しましょう。これは単に侮辱的な態度、発言は
許されないという意味に限らず、お互いの存在、とりわけ、その表
現に対して最大限の尊重を約束するという原則です。

座組のどんな構成員に対してもリスペクトを持ちましょう。また、どん
な個人も自分へのリスペクトを要求する権利を持っていることも忘
れずにいてください。このような自他を尊重する考え方をアサーショ
ンといいます。かいつまんで言えば、他者に一方的に自己主張す
る（アグレッシブ）ように関わるのでもなく、かといって自分の意見
／感覚を抑え込む（ノンアサーティブ）のでもなく、相手を尊重し
ながら自分の意見や感情を率直に伝える、というスタンスのことを
アサーティヴな態度と言い、私たちはそれを推奨します。

たとえ下品な発言が多かったりミスが多かったりするなど、一見ネガ
ティヴに思える要素を持っている個人がいたとしても、それでリスペ
クトを欠いて良い理由にはなりません。言論の自由とは罵詈雑言
がいったんは飛び交う自由のことであり、表現の自由とは最も
低劣な表現が発せられる自由のことです。要するに他者の「自
由」を「リスペクト」することは単に美しいことでは決してなく、個人に
とって非常に不愉快な側面を孕んでいるのです。
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過激な表現と思われるかもしれませんが、 「他者を決して傷つ
けない」ことは座組の目的ではありません。座組の目的は「す
ばらしい作品を作ること」です。「究極のハラスメント対策は公
演の中止」であることは厳然たる事実であり、トリガー警告の最
終形態は「誰にも作品を見せない」ことです。

つまり、私たちの創作には時に精神的・身体的に強い負荷がか
かる瞬間が避けがたく存在します。負荷が強ければ強いほどい
い作品が作れる、などとは決して思いませんが、優れた表現を
追求する上で、あらゆる摩擦をゼロにすることもできません。

だからこそ、その負荷が個人の許容量を超えて「破壊」に至ら
ないよう、私たちはいつでも立ち止まり、互いの状態を確認し
合えるルール／手続きを共有します。表現には妥協しません
が、そのためのプロセスには徹底して安全を求めます。

座組の目的はリスクを越えてすばらしい作品を作り、それを観客
に届けることです。そのための芸術的な意思をお互いにリスペク
トすることを忘れないでください。そのことは、他者の尊厳を侵害
し、人格を攻撃するようなハラスメントを容認することでは決して
ありません。そんなことは許しません。それでも、私たちは勇気を
もって、リスクを覚悟して活動を続けていきたいと思います。

※不当な要求に対して拒絶することもまた「リスペクト」の一貫です。各人、不
当な要求には屈しないこと。また、思わぬ拒絶にあった者もひとまずはそれを受
け入れ、妥当な道を模索すること。



★補足1 互いの状態を確認し合えるルール／手続きの実際。

1. 「役」と「個人」を切り離す時間の確保

たとえば『オセロー』のラストの絞殺シーンのような高負荷な
場面の稽古を繰り返すような状況があったとしましょう。その
際、演出家が「今の首の絞められ方はもっとこうして」と役柄
にまつわる指示を出し続けるだけでなく、「今の負荷はど
う？ もう1回いける？」と俳優個人に質問するフェーズを意
識的に挟みます。

2. 感情論ではなく「段取り」としての構築 

暴力行為や親密な身体接触を描くシーンにおいて、感情
のたかぶりやその場のノリ、勢いなどで乗り切ろうとすると、コ
ントロールを失い、「本当の暴力」に近づいてしまいます。身
体接触に際しては、どこをどう掴むか、どこに力点を置くかと
いう徹底した「技術と段取り」として稽古を進めることで、安
全性と反復可能性を担保します。

3. ストップ・ルールの機能 

俳優が限界を感じた時に自らそれを伝えることは難しいものです。し
かし、それを伝えられなければ大きな事故に繋がります。そこで、俳優
たちが演出家に不機嫌になられたり、「プロ意識が足りない」などと評
価されたりする恐怖なしに、「ちょっと待ってください」「今日はここまで
にさせてください」と言えるような稽古場を作る必要があります。まずは
そういった権利を自分は持っている、ということを俳優は確認してくださ
い。

実際の稽古が進行している最中において発言をすることが難しけれ
ば無言で挙手をするなど、ストップのジェスチャーを決めておくのも有
効です。稽古は絶対にそこで止まります。万が一、演出家が続行し
ようとしたら、その場の誰でも良いので「ルールで決めたはずです」と指
摘しましょう。

個人の倫理観や正義感、あるいは優しや思いやりなどの要素は大切
なものですが、実は容易に「作品のため」という「より強い正義」に退
けられてしまうものです。そこで、「規則を守る」というある種無機質で
クールな理由を用いて、あくまでシステムにのっとってアサーティヴな態
度で秩序を守っていくことを心がけてください。

この３つのルールに加え、次ページで挙げるふたつのブレーキによって
さらに稽古場の安全を確固たるものにしていきます。
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★補足２ 互いの状態を確認し合えるルール／手続きの実際。

ブレーキ1. 「俳優自身」によるサイドブレーキ。

『オセロー』の例で言えば、ブレーキを握るべき第一の人間
は「絞殺されるデズデモーナ役の俳優」、そして「絞殺するオ
セロー役の俳優」です。演出家が「もっとリアルに！」などとア
クセルを踏み込んだ時、実際に身体的・精神的な限界を
もっともよく察知できるのは当事者たちでしょう。だからこそ、
演出家は「たとえ私がアクセルを全力で踏もうとも、あなたた
ちが『ストップ』と言えばいつでも、必ず車は止まる」という強
力なサイドブレーキの権限を俳優に委譲しておく必要があ
ります。俳優もその自覚を持って稽古に臨んでください。

※「うまくいかなかったからもう一回やらせて」といった理由で俳優が稽古を止め
ることには私は反対です。多くの俳優が好きなタイミングで稽古を止めてしまえ
ば、稽古のクオリティは保てません。あくまでこれは非常ブレーキの話です。

また、「作品のクオリティのためにはこれぐらい我慢しなきゃ」
などと俳優が思い詰めてしまう前に、役を離れた俳優同士
で「今の首の絞め方、ちょっと強すぎたから次はこれぐらいに
してもらえない？」と調整し合える関係性を確保しましょう。
また、誰かの思いやりに期待するのではなく、自分の限界を
自分で見極める、ことにも責任を持ちましょう。多くの俳優
は共演者に対して「あなたはもう限界でしょ？」とは簡単に
は言えません。その言葉が相手の芸術的な追求を邪魔す
ることを恐れるからです。

ブレーキ2. 演出助手や舞台監督、制作、あるいは出演していな
い俳優たちがエスカレートを制御する。

要するに演出家以外の人間が、「時間」や「空間の物理的な安全
性」、「場の空気」を管理することでブレーキを機能させます。演出
家の最大の仕事はなんといっても「作品の質を高める」ことに他なり
ません。したがって、表現の追求に没頭している時には、演出家は
自分でブレーキを踏むことが大変困難になります。もちろん、稽古場
にいる誰であれ、熱中している演出家に対して待ったをかけるのはと
ても難しいでしょう。

そこで、「予定時間を過ぎているので、五分休憩を入れませんか？」
とか、「少しヒートアップしているように見えるので、一呼吸置きましょ
う」などと、「進行上の理由」や「客観的な事実」を理由に稽古を止
める権限を演出家以外の人物が持ってください。そして演出家の側
は、「自分が熱くなってしまっていたら、あなた（たち）が強制的に
稽古を止めることができる。その決定に私は必ず従う」と、決めておく
のです。この約束を守り続けることによってブレーキがしっかり機能す
る稽古場を作りましょう。
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★補足３ 芸術家としてのリスペクト、各セクションへの配慮。

他者に対して芸術面での配慮を持つことを大切にしましょう。
たとえば、遅刻というのは他者の稽古場に対する情熱を損
なう行為ですから、そのことに対して注意、警告が行われま
す。

稽古場において他者の芸術的な挑戦、野心を揶揄するよう
な言動は許しません。また、他者が集中を要する際にそれを
妨げるような言動に対しても注意が行われます。挑戦にはい
つも勇気が必要です。他者が芸術的な課題に挑む際には、
座組内のメンバーは責任と愛情をもってそれに応えていきま
しょう。

それぞれ人間には事情があり、育児や介護など他者の命に
関わる事情を抱えながら創作に参加している方もおられるで
しょう。もちろん、そういった事情に対しては人間として最大
限の配慮がなされるべきですが、稽古場においては原則とし
てすべての個人の事情に優越して、「すばらしい作品を作
る」という目的が尊重されます。稽古場には私情を持ち込ま
ない。それが鉄則であることも忘れずにいてください。

劇場に入ってからは舞台監督、各セクションのスタッフ、とりわけ
制作が大きな権限を持って現場を指揮する場面が増えていき
ます。照明作業などはともすれば死亡事故に繋がってしまうわ
けですから、安全確保のために時には鋭い警告の声が飛び交
う場面もあるかもしれません。行き過ぎた暴言などは許されま
せんが、安全のために各人が緊張感を持って現場に臨む必要
があることも理解してください。

各スタッフの努力をお互いが尊重し、相互に積極的なコミュニ
ケーションを取ってください。知らないうちに他者の努力を台無
しにしてしまわないよう、相互の尊重に努めてください。

制作サイドの意向にもよく注意を払ってください。稽古場には
存在しない観客のことを第一に考え、作品を届けることに対し
て責任を持つのが制作です。座席位置や、会場内の気温ひと
つでせっかくの観劇体験も簡単に崩れてしまいます。ぜひ各人
が「すばらしい作品を作って、お客さんを感動させる」という目
的をいつでも見失わず、お客様のことを考えて制作スタッフに
協力してください。
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◆プライヴァシー

座組は芸術的な成果のために組織された集団です。し
たがって、集団内で手にした個人情報（連絡先、居住地、出身

地、すべての個人的エピソードなど）を外部に漏らすことは許されま
せん。

また、集団内で構築した人間関係を個人的に、目的外
に利用することは許されません。

そこで、座組内で出会った人間関係で恋愛を開始する
／しようとするなど、座組によって得られた人間関係を
公演終了以前に転用することを、可能な限り控えてい
ただけるよう強く要請させていただきます。加えて、稽古
期間中に座組内で出会った相手に他の仕事、現場の
斡旋、勧誘を行うことは原則として禁止いたします。本
番前の期間は、あらゆる勧誘を非常に断りづらく、その
種のトラブルを監督していくことは座組の果たすべき仕事
の領域を超えています。

……とはいえ、スケジュールの関係でどうしても稽古期間
中に勧誘を行いたいという事情があれば認めます。その
際には必ず主催者側に了承を得てから行ってください。
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恋愛に関してもきっぱり「禁止」と言いたいところなのですが、
憲法（第13条）で保障された基本的人権に関わるため、
そこまでは申しません。ただし、地位や権力勾配を利用した
私的な関係の強要、および座組の安全な環境・進行を
害するような執拗なアプローチなどはハラスメントの問題と
して処罰の対象となることにご留意ください。前提として、座
組としては公演終了以前に開始される個人間の恋愛を推
奨することも応援することも決してありません。

もちろん、公演終了後に関しては各人自由に行動していた
だいて結構です。関知いたしません。ただし、公演終了後で
あっても、何らかの問題が提起された場合には私たちが適
宜相談に応じ、必要な場合には相応の対処をさせていただ
きます。

※犯罪行為への加担や、不倫関係の構築などの事案に関して民事、刑事の訴えが提起さ
れた場合に私たちは沈黙しません。他者の不利益を誘発する行為に対して私たちは秘匿、
隠蔽に一切加担せず、しかるべき相手に適切な情報を提供いたします。



◆コンタクト

身体接触に関しては演技中、演技外ともに細心の注意を払い
ましょう。可能な限り事前に承諾を得てください。それは、身体の
みならず言語における強い表現においても同様です。

稽古・公演期間中に、二人きりでの会食の機会を設けること
を原則として禁止します。同性であれ、異性であれ関係ありま
せん。稽古時間外の稽古を少人数で行う際には、座組内の第
三者と情報共有をし、相互の合意に基づいてのみ行うこととして
ください。

※ただし、稽古開始以前から二人きりで会食する関係性を持っている方々に対しては
この規則は適応されません。

私たちは、先輩／上司が時間外の稽古に誘うことそのものをハ
ラスメントとは見なしません。誰であれ誘う権利も、断る権利も
有していると考えます。それが現行の法律だからです。そもそも誰
が先輩なのか、上司なのか、という判断は時として非常に困難
なものであり、それは状況によって変化していくものでしょう。むし
ろ、「どちらが上の立場なのか」を確定させようとする運動の中で
上下関係がかえって強化される恐れもあるでしょう。もちろん、明
らかに優越的な立場にあると思われる人は、権力勾配に注意を
払いつつ行動してください。断りづらい要請が生じている際には
すぐにコンプライアンス委員にご相談ください。
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◆プライヴァシー補足 SNSについて

SNSの利用には注意してください。共演者、スタッフを自身の
SNSなどで公開する際には必ず事前に承諾を取ってください。

稽古場所、活動場所が特定され得るSNSでの発信はストー
カー犯罪など各種のトラブルを呼び込む恐れがありますので、厳
禁です。

演劇界ではハラスメント問題に関するweb上の「告発」がしばし
ば起きており、大きな成果を生んだ事例も存在いたします。ただ、
他方では収集のつかない大炎上に発展した結果、誹謗中傷に
よる人権侵害なども生じてしまい、残念ながら複数の犠牲者を
生み出してきてしまったことも事実です。そのことを最大限に重く
見て私たちは問題発生時にはまず、

１）内部による相談、次に

２）外部通報、そして、

３）刑事告訴、民事訴訟を模索／提案し、

４）webによる問題提起、を最終手段とすることを推奨します。

webによる問題提起がなされた場合、様々な関係者を巻き込
んでそれぞれの立場を守る「戦い」が始まってしまい、多くの場合、
調停者のいないネット空間でのやりとりは収集がつかなくなって話
合いの回路が閉ざされます。もちろん、webによる告発という勇
気ある方法を根底から否定するつもりはありませんが、あくまで最
後の手段となさることを推奨いたします。



◆心理的安全性

心理的安全性とは、単に「安心だなあ」「危険がないなあ」
と感じる状況のことではありません。むしろ、

「チームの中で対人関係におけるリスクをとっても大丈夫
だ、というチームメンバーに共有される信念のこと」

こそが心理的安全性という言葉の本来の定義です（エイ
ミー・C・エドモンドソン教授の定義に拠る）。

失敗をゼロにしようと神経質になる必要はありません。チャレ
ンジできる環境を一緒に作っていきましょう。ここでは、心理
的安全性確保のための四要素について少しだけ触れておき
ます。
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①話しやすさ

「何を言っても大丈夫」

②助け合い

「困った時はお互い様」

③挑戦

「とりあえずやってみよう」

④新奇歓迎

「異能、どんとこい」

参考：『心理的安全性のつくりかた』石井遼介著

◆話助挑新（わじょちょうしん）がポイント



コラム：みんなが責任感を持って行動するということ。

多くの場合、座組において上司／権力者の立場に
あるのは演出家、作家、あるいはプロデューサーと
いった人たちでしょう。公演規模の小さい現場であれ
ば上記三つを一人が兼ねていることも少なくありませ
ん。そういった際に座組全体で取り組まなければいけ
ないのは、権力をいかに解体していくか？ という問
題です。

芸術的な選択は本質的に多数決には馴染まないも
のです。たとえば、「どちらの照明の方が美しいの
か？」「どちらの演技の方がおもしろいのか？」という
問いは、話し合う価値のあるものですが、限られた時
間の中で誰もが納得のいくひとつの答えに辿り着ける
とは限りません。その場合、各セクションの責任者、
そして演出家の判断が優先される場合が多いでしょ
う。その事自体は必ずしも間違いではありませんし、
非効率でもありません。ただ、芸術的な責任を持つ
演出家や作家に対して、あらゆる意味で反論できな
い空気が生まれてしまうとすれば、それは大きな間違
いの元になるでしょう。そこで、私としては座組の皆さ
んにぜひ大きすぎる権力を解体していくことに積極的
に関わってほしいのです。

それは作品の芸術的判断についてみんなが口を出
していきましょう、という意味ではありません。作品外
のことは座組のメンバー同士で注意しあえる環境を
作っていきましょう、ということです。

現在、演劇界の文化として「俳優同士で注意はし
ない」「お互いの仕事に口を出さない」という不文律
が存在していると感じます。ですから、たとえば遅刻
が繰り返される、といったわかりやすい事例であっても
俳優同士では注意せず、「演出家さんからなんとか
言ってくださいよ」と頼まれることも多いのです。

もちろん共演者を注意する、というのは俳優の仕事
ではないかもしれません。けれど、厳密に言えば演出
家の仕事でもないはずです。無闇に「上司」に権力
を集めすぎてしまえば、上司の言うことに逆らえない
空気が生じるでしょう。対等であるはずの俳優同士、
スタッフ同士の間で、注意しあうことは時に難しいで
しょうが、本来、演出家だってプロデューサーだって職
能が違う対等な人間同士のはず。「上の人から注
意してください」と言い続ける限り、「上」とされた人た
ちの責任と権力は肥大します。間違えたことが行わ
れていると感じたならば、たとえ上司に対してであれ、
先輩、同僚に対してであれ、しっかりとアサーティブな
態度を示して注意しあえるようになってほしいと思い
ます。「偉い人」に任せるのではなく、全員が責任感
を持って行動すること。それこそがハラスメントを防ぐ
ためにもっとも重要なことだと私は思います。
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◆処罰

犯罪性のある行為、悪質性の高いハラスメント事案に関し
ては基本的には即時、警察などの法執行機関への通報を
行います。必要性があれば所属事務所、加害者の家族な
どに対しても連絡を取らせていただきます。私たちはハラスメ
ントに対して事なかれ主義の隠蔽的な態度を取りません。

ハラスメントかどうか判断の難しいグレーゾーン事案に関して
もまずはお気軽にご相談ください。順次ヒアリングを行い、適
正に対処いたします。どのような結果になるのであれ、相談
が持ちかけられたことによって相談者に不利益な扱いが
起きないよう、法に基づいてその立場を守る義務を果たし
ます。また、必要以上に事を荒立てることも致しません。あく
まで被害者／相談者の方の意向を尊重しつつ対処してい
きます。

その上で、法治国家に生きるものとして推定無罪と罪刑法
定主義の原則があることを大前提とし、相談者／被害者と、
行為者／加害者、すべての方の人権に配慮して対応を行
います。推定有罪の行動を取ることはそれ自体、人権侵害
の恐れがありますから、この原則は崩しません。
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私たちは座組内のルールを増やしすぎるべきではないし、権
力の行使は最小限に留めるべきと考えます。ただでさえ独
裁的な権力を生み出しがちな演劇創作の現場において、
これは特に留意されるべきことでしょう。

座組が独自に行う処罰を増量／強化していけば、監督者
の権限が肥大していきます。ですから、ここまでのすべての禁
止事項において、なるべく法律で保障された個人の自由を
侵害しないよう留意してきました。

あくまで私たちの目的は「すばらしい作品を作ること」であり、
その前提の下でのみ監督者は座組のみなさんの安全を守
るために必要に応じて処罰をくだすことといたします。

※処罰の必要性。行動経済学／進化心理学の各種実験に
おいて、ルール違反に対して適切な罰が与えられない集
団においてはモチベーション、パフォーマンスの低下が見
られることが報告されています。ルールを破ってもなんの
ペナルティーも無いのであれば、やがて秩序が崩壊して
いく、というのは直感的にも理解しやすいのではないで
しょうか。（参照『最後通帳ゲームの謎』小林佳代子）



5.問題発生時の対応



５）問題発生時の対応

1. 人と人が関わる限りハラスメントがゼロにな
ることはない。社会生活についてくるもの。

2.ハラスメントを悪魔化しない。誰にでも、どこ
でも、いつでも起きうる問題として考える。

3.傍観者から関与者へ。 
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１.人と人が関わる限り、ハラスメントがゼロになる
ことはない。社会生活についてくるもの。

どれほど善意で人と接していたとしても、受け手がそれを悪意と受
け取ってしまうことはあります。反対に、周囲からはハラスメントに
見えても当人同士は「信頼関係に基づいた必要なやりとり」だと
感じている場合もあるでしょう。

コミュニケーションにおいて理解の齟齬がゼロになることはありませ
ん。勘違い、八つ当たり、経験の差、「常識」の違い、世代間／
文化間のズレ、本人の体調、個人的な事情によっても他者を害
する行動を取ってしまう場合があるでしょう。

ハラスメントにはグレーゾーンが多く、行為者／加害者の側にその
自覚や悪意がまったく存在しない場合も多くあります。それを自覚
してもらうためには丁寧な話し合いのプロセスが必須です。批判
を受けた側の人も、しんどい場面にはなるでしょうがどうか忍耐強く、
話し合いを継続することにご協力ください。批判を受けたことに驚
いて「私はそんな人間じゃない！」と反発してしまわないようすべ
ての人に心の準備が必要です。

◆基本方針



2）ハラスメントを悪魔化しない。誰にでも、どこでも、いつでも起きうることとして考える。

ハラスメントを避けることは決定的に重要ですし、意図
的な加害行為を憎む感情も時には必要でしょう。しかし、
ハラスメントを悪魔の所業のように考えてしまえば、自分
や自分の親しい人が加害者になった際に否認を誘発す
ることに繋がり、対応を誤ります（「正常性バイアス」「認知的

不協和」が生じる）。「あの人のことはよく知っている。そんな
悪いことをするような人ではない」などと。

そこで、ハラスメントは誰にでも、どこでも、いつでも起きう
ることとして考えてみてください。なんだったら、つねにすで
に、起きているものと考えても良いぐらいです。

ほとんどの人間は心の底では自分のことを「善人」だと考
えているので（道徳的優越感の錯覚）、ハラスメントを極端
に悪い行動と見なせば否認が強化されます。自分もい
つだって加害者になり得る、という前提で行動し、小さな
問題、グレーな段階でトラブルの芽を摘んでいくことを意
識しましょう。
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ハラスメントはスピード違反と似たところがあります。制限
速度を二キロ超える程度の違反ならよくあることとして見
逃してしまうかもしれませんが、十キロ、二十キロとスピー
ド超過がエスカレートすれば最悪の事態に至ります。

飲酒運転の厳罰化がここ数十年で進んだように、私た
ちは今、新しい基準でハラスメントに対応する必要に迫
られています。すべての参加者がハラスメントについての
知識を深め、ハラスメント行為を悪魔化せず、かといって
決して許容せず、是正していける現場を目指していきま
しょう。

※ハラスメントへの注意喚起が多ければ多いほど良い現場、というわけではあり
ません。この研修を含め、ハラスメントの話題自体がストレスを生じさせる場合
もありますので、必要に応じて問題提起をしていきましょう。目指すべき稽古場
における心理は、「いつでもハラスメントの心配をしている状態」ではなく、
「ハラスメントのことを忘れて創作に集中できている状態」です。



３）傍観者から関与者へ

多数のメンバーがその場にいて「誰も助けてくれな
い」という事態は、チーム全体への信頼を揺るがし、
心理的安全性を脅かします。

誰かが被害にあっているかもしれないという疑いを
持ったら、まずは被害当事者にそのことを伝え、思い
や考え、気持ちを聞いてみることもひとつの方法です。

思いを伝えるとき、気持ちを聞いてみるときには二
次被害に気をつけましょう。 「一大事になってしまっ
た」ということが被害者を傷つける場合もありますし、
当事者間でうまくいってる問題に第三者が関与して
かえってこじれてしまうこともあります。あくまで被
害当事者の意向を最大限に尊重しつつ、勇気をもっ
て関与してください。
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基本的にはハラスメント対応の窓口に相談をするかどうかは当
事者の自己決定に任せ、秘密を守ってください。

※第三者の判断で連絡、相談することがアウンティングの危険を生じ、被害者を追い詰める
場合があることに留意。

ただし、明らかに相談が必要な事態が生じていると判断した場
合には同意が取れていなくても窓口に連絡してください。特に
身体的な暴力行為、明白な犯罪行為、放置すれば他のメンバー
にも危害が及ぶと想定される場合などは必ず監督者へ通報す
る義務があると考えてください。

原則的には当事者の自己決定を重視しますが、さまざまな理
由から当事者が冷静な判断をくだせないこともありますので、
周囲が判断を放棄しないことが大切です。

◆なるべく窓口に相談をすること。穏やかな話合いで済むこと
も多いので、軽い問題でもご相談ください。

◆その人が話せる以上には聞かないようにしてください。無理
に聞き出そうとしないこと。問題提起を第三者が強いないこと。

※もちろん、隠蔽に加担すること、させることは言語道断です。



４）実際の通報スキーム

以下のスキームはあくまで例示であって絶対的
なものではありません。個別の事例に応じてそ
れぞれふさわしい対応を取りますが、ガイドとし
て通報の基本形を以下に提示します。

【１】 ハラスメントを見聞きした人が、友人・知人
間で相談をする。（省いて良い、あるいは２のあ
とでも良い）

【２】 被害当事者（と思われる人）に確認を取る。

【３】 被害当事者の意向に沿って、（暴力、犯罪行為な

ど重大事案の場合は本人の意向に背いても）、コンプライア
ンス委員に相談する。

【４】 委員が相談者・被害者から話を聞く。

【５】 委員が行為者・加害者から話を聞く。
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【６】 委員の仲介のもとでの話し合い（相談者の
意向にしたがって避けても良い）。

【７】 事案が重大である場合は双方の関係団体、
関係者へ報告、相談をする。

【８】 しかるべき処罰、解決策を提示する。

【９】 再発防止策を講じる。



労働基準監督署による対応例・前半
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労働基準監督署による対応例・後半
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野心的な創作のために

以上で資料としてはいったん終わりとします。書き切れないことがあま
りに多く、特にフェミニズム、LGBTQ+関連のことは書き始めれば容
易にこの何倍かの資料になってしまうので最小限の記述で諦めまし
た。次ページに挙げる参考文献などでご興味ある本を各自お読み
いただければと思います。

最後に問題提起の意味を込めて触れておきたい話題があります。そ
れは「演出家の野心／挑戦を誰が守るのか？」という問題です。
「権力者なんだから自分でなんとかしろよ」と思う方も多いでしょう。
ですが、本当にそれで済む話でしょうか？

小劇場の現場では多くの場合、演出家が作品の責任者であること
に加え、団体や座組、興行全体の責任者であることも珍しくありま
せん。たとえば、『欲望という名の電車』のような舞台を作るとなれば、
暴力シーンもありますし、レイプシーンもあるわけですが、そういった舞
台を作る際に演出家は「野心的な挑戦をせよ」というテーゼと「絶対
に不祥事を起こすな」というふたつのテーゼの間で激しい葛藤を抱え
ることになります。

コンプライアンス意識の高まりを受けて、管理職側がハラスメントの
発生に注意深くなっているのは良いことです。しかし一部には、トラブ
ルを恐れ、萎縮している現場もあるかと思います。プロデューサーの
ような「大人」が別に存在して、「思う存分やってくれ。作品外のこと
はこちらで責任を持つ」といってくれれば良いのですが、多くの場合、
それは現実的ではありません。

私が心配しているのはそのうち演出家も、出演者・スタッフも、「大き
な資本の下、大会社の偉い方や法務部の社員などがいる環境で
なければ舞台を作りたくない」というマインドになっていってしまうことで
す。すでに部分的にはそうなっているでしょう。考えるまでもなく、大
企業のように顧問弁護士や法務専任スタッフを雇えない小劇場は
ハラスメント問題に対して経済的な理由から脆弱な環境にならざる
を得ないのが現状です。

現在、特定の個人が集団の問題を一人で抱え込んでしまうケース
が増えているように感じます。「やりがい搾取」ということが問題視さ
れ、従来より多くの方に多くのギャラが支払われる世の中になってき
た一方で、実際にはそのお金の出どころが演出家個人のアルバイ
トによって捻出されているといったケースも増えてきていると感じます。

そもそも、演出家などの特定の個人があまりに多くことに責任を持
ち、巨大な権力を掌握してきたことが、これまで演劇界が複数のハ
ラスメンント事件を生んできてしまったことの原因のひとつであること
は間違いないでしょう。権力と責任を抱えすぎた人間は、失敗を
恐れて臆病になると同時に、その「恐れ」の感情から他者を抑圧す
ることになるのです。一般論としても、恐怖を抱いている人間は少
しの刺激にも動揺して感情的になってしまうものです。我が身を省
みて、そんなことを深く思います。

では、どうすればいいのでしょう？ どうすればこの時代の中で演出
家も含めた座組全体が、心理的安全性を感じながら野心的で、
挑戦的な創作に臨めるのでしょうか？ 答えはまだありません。で
も、「誰かが良い環境を用意してくれよ」と思っているだけでは十分
ではないはずです。権力者から権力を奪取するとは、責任を分担
することでもあるはずです。これからは、ひとりひとりのアーティストが
勇気を持って現場に臨み、「あなたの安全と野心は私が守る」と、
みんなが言い合えるような環境を、少しつづ、築いていけたらいい
な、と思います。

この資料を作成するにあたって様々な著作、講習などから示唆を
受けました。とりわけ、公認心理師の露木友子先生から受けた講
習は決定的に大きなものでした。末筆ではございますが、心より御
礼申し上げます。もちろん、すべての文責は広田一人にあります。

2025/11/15

合同会社プランプル代表社員 広田淳一
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ありがとうございました

33

ハラスメント対応の相談窓口

広田淳一：劇作家／演出家 ＪＡＤＰ認定ハラスメ
ント対策マネジャー／認定ハラスメント相談員Ⅰ種／上
級ハラスメントマネージャー／ハラスメントカウンセラー

【外部相談窓口】

◎舞台芸術関係者向け性暴力・ハラスメント相談
窓口リスト

https://harassmentmadoguch.wixsite.co
m/list

https://harassmentmadoguch.wixsite.com/list
https://harassmentmadoguch.wixsite.com/list


主な参考文献

プロカウンセラーの聞く技術 東山紘久

プロカウンセラーのコミュニケーション術 東山紘久

プロカウンセラーの共感の技術 杉原安史

心理カウンセラーと考えるハラスメントの予防と相談 杉原安史

〈公正〉を乗りこなす 朱喜哲

ハラスメントマネージャー研修テキスト 坂東利国

ハラスメント相談員研修テキスト 坂東利国

ハラスメントアドバイザー認定試験 公式テキスト 坂東利国

恐れのない組織 エイミー・C・エドモンドソン

心理的安全性のつくりかた 石井遼介

道徳感情はなぜ人を誤らせるのか 管賀江留郎

加害者は変われるか？ 信田さよ子

アサーショントレーニング 平木典子

『情況』 特集・キャンセルカルチャー

「差別はいけない」とみんな言うけれど 綿野恵太

欲望会議 性とポリコレの哲学 二村ヒトシ 千葉雅也 柴田英里
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現代思想 202205 インターセクショナリティ

現代思想 フェミニズムの現在

現代思想 「加害者」を考える 臨床・司法・倫理

女ぎらい ニッポンのミソジニー 上野千鶴子

当事者は嘘をつく 小松原織香

社会はなぜ左と右にわかれるのか ジョナサン・ハイト

フェミニズムはみんなのもの ベル・フックス

21世紀の道徳 ベンジャミン・クリッツァー

ＬＧＢＴの不都合な真実 松浦大悟

リベラルの敗北 「LGBT活動家」が社会を分断する 松浦大悟

JADP認定ハラスメント対策マネージャー資格対応 ハラスメント対策講座 ハラスメン

ト概要・パワーハラスメント編＆セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメント編

人が集まる職場 人が逃げる職場 渡辺卓

欲望問題 伏見憲明

「空気」の研究 山本七平

部長、その恋愛はセクハラです! 牟田 和恵

クィア・アクティヴィズム 新ヶ江章友

最後通帳ゲームの謎 小林佳世子
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